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  議員説明会 会議録 

 

１ 開催日時 

令和７年１月 22日（水曜日） 午前９時 58分 ～ 午前 10時 04分 

２ 件名 

   令和７年度組織改編（花巻市部設置条例の一部改正）について 

３ 議事録 

 

（岩間総合政策部長） 

 ただいまから議員説明会を開催いたします。 

 本日の説明の１項目め、「令和７年度組織改編（花巻市部設置条例の一部改正）について」、

総務課長から説明いたします。 

 

（久保田総合政策部総務課長） 

 それでは、「令和７年度組織改編（花巻市部設置条例の一部改正）について」ご説明いた

します。 

資料は、Ａ４縦長で２ページとなっております。 

大変恐縮でございますが着座にて、ご説明申し上げます。 

令和７年度の組織改編は、「健康福祉部」が対象となっております。 

現在、健康福祉部は市の組織で最大の７課体制となっており、業務の資質向上と効率化

を実現できる体制とするため、健康福祉部を廃止し、新たに「福祉部」と「健康こども部」

を設置し、２部体制に組織改編しようとするものであります。 

詳細につきまして、資料に沿ってご説明を申し上げます。 

１ページ目をご覧願います。 

最初に、「１ 組織改編の概要」の「（１）背景と目的」をご説明申し上げます。 

令和６年度の組織改編では、健康福祉部内に、子育て支援施策の中核を担う部署としま

して、教育委員会が補助執行しておりましたこども・子育て支援業務のうち、主要計画の

策定や補助金・手当等に関する業務を市長部局に戻し、「こども課」として設置するととも

に、国の「こども家庭庁」の発足に呼応し、母子保健と児童福祉の機能を併せ持った「こ

ども家庭センター」を新設いたしました。 

これによりまして、健康福祉部は市の組織で最多の７課体制となったところであります

が、国による制度改正や緊急的な給付事務が恒常的に発生しておりますほか、地域医療を

取り巻く環境も厳しさを増しており、業務量の増加が続いている状況にございます。 

このような状況から、健康福祉部の体制を見直すことが必要であると判断いたしまして、

現在の健康福祉部を「福祉部」と「健康こども部」の２部体制に改編し、今まで以上に各

課の業務に対する部長の関わりを深めることで、業務の資質向上と効率化を図ろうとする

ものであります。 

次に、「（２）地域医療担当部署の見直し」をご説明申し上げます。 

現在、健康づくり課の課内室として設置しております「地域医療対策室」を、単独の

課に改め、「地域医療対策課」としようとするものであります。 
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「地域医療対策課」におきましては、地域医療対策全般と産後ケア事業の宿泊型サービ

スの拠点となる施設整備の支援、周産期医療を始めとしました市内医療機関における医師

確保対策など、医療に関する分野を集約いたしまして、地域医療の確保に向けた取組の充

実と事務の効率化を図ってまいります。 

 続きまして、「２ 分掌事務について」ご説明申し上げます。 

 「（１）福祉部の分掌事務」につきましては、現在の地域福祉課、長寿福祉課、障がい福

祉課、国保医療課が所管する「社会福祉に関すること、ただし健康こども部の所管に属す

るものを除きます。介護保険に関すること、国民健康保険及び公費医療に関すること、国

民年金に関すること、その他福祉に関すること」を担当いたします。 

 「（２）健康こども部の分掌事務」につきましては、現在のこども課、こども家庭センタ

ー、地域医療対策室を含む健康づくり課が所管する「こどもの施策に係る企画及び総合調

整に関すること、児童福祉に関すること、ただし福祉部の所管に属する児童委員、障がい

児福祉などを除きます。ひとり親家庭及び寡婦福祉に関すること、保健に関すること、健

康管理に関すること、地域医療に関すること、その他保健医療及びこどもの施策に関する

こと」を担当いたします。 

次に、２ページをご覧願います。 

「３ 課の配置と組織図」としまして、ただいまご説明申し上げた内容を図として示し

ております。「地域医療対策課」は、「地域医療係」と「施設総務係」の２係の体制としよ

うとするものでございます。 

この組織改編につきましては、１月 28日に予定しております、令和７年第１回臨時会に

おきまして、「花巻市部設置条例の一部を改正する条例」を提出いたしまして、ご審議いた

だくことを予定してございます。 

以上、簡単ではございますが「令和７年度組織改編（花巻市部設置条例の一部改正）に

ついて」のご説明とさせていただきます。 

 

（岩間総合政策部長） 

組織改編に関する説明が終わりました。 

これにつきまして、ご質問ご意見等がございましたら、挙手の上発言をお願いしたいと

思います。 

 

（挙手、発言する者なし） 

 

（岩間総合政策部長） 

 それでは、ご質問がないようでございますので、これにつきましては説明を終了させて

いただきたいと思います。 

 引き続き、２つ目の項目についてご説明させていただきますが、説明員交代のため、暫

時休憩いたします。 


